
議案第19号  

   教育長の臨時代理による事務の承認について 

   （教育委員会事務局等事務分掌規則中改正） 

 教育委員会事務局等事務分掌規則の改正について、教育長に委任する事務等

に関する規則第３条第２項の規定により、臨時に事務を代理したので承認され

たい。 

  令和８年４月16日提出 

横須賀市教育委員会 

教育長 新 倉    聡  

   教育委員会事務局等事務分掌規則の一部を改正する規則 

 教育委員会事務局等事務分掌規則（平成 10年横須賀市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「教育政策課」を「教育政策課  教育環境整備課」に改め 

る。 

 第７条教育政策課の部第３号を削り、同部第４号中「廃止」の次に「（教育

環境整備計画に関することを除く。）」を加え、同号を同部第３号とし、同部

中第５号を第４号とし、第６号を削り、第７号を第５号とし、同部の次に次の

ように加える。 

  教育環境整備課 

 (１ ) 学校建設の長期計画の策定に関すること。 

 (２ ) 学校の設置及び廃止（教育環境整備計画に関することに限る。）に関す

ること。 

 (３ ) 通学区域に関すること。 

 第 21条第２号の表中「教育政策課」を「教育環境整備課」に改め、同表に次

のように加える。 

 

   

 

 

 

 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。 

博物館リニュ  

ーアル事業者  

選考委員会  

教育委員会の諮問に応じて博物館リニュー  

アルに係る事業者の選考等に関する事項に  

ついて審議すること及び教育委員会に意見  

を具申すること。  

博物館運営  

課  
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（提案理由） 

教育環境整備課及び博物館リニューアル事業者選考委員会の設置に伴い、所

要の条文整備をするため、この規則を改正する。 

 

- 2 -



（参照） 

   教育長に委任する事務等に関する規則（抜粋） 

 

（委任の範囲） 

第２条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長

に委任する。 

（中略） 

(3) 教育委員会規則及び教育委員会訓令の制定又は改廃に関すること。 

（中略） 

（教育長の臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、前条各号に掲げる

事項について、臨時にこれを代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育

委員会会議に報告し、その承認を得なければならない。 
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旧 新 

(部等) 

第2条 事務局に次の部及び課を置く。 

(1) 教育総務部 総務課 教育政策課 生涯学習課 

教職員課 学校管理課 

(2) 学校教育部 教育指導課 支援教育課 保健体

育課 学校食育課 

(部等) 

第2条 事務局に次の部及び課を置く。 

(1) 教育総務部 総務課 教育政策課 教育環境整

備課 生涯学習課 教職員課 学校管理課 

(2) 学校教育部 教育指導課 支援教育課 保健体

育課 学校食育課 

(教育総務部) 

第7条 教育総務部における各課の事務分掌は、次のと

おりとする。 

総務課 

(1) 教育委員会の秘書及び会議に関すること。 

(2) 教育委員会の規則及び訓令等の審査並びに公布

令達に関すること。 

(3) 事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)

の組織に関すること。 

(4) 学校職員以外の職員の任免、給与その他人事に関

すること。 

(5) 特別職員(学校関係職員を除く。)に関すること。 

(6) 儀式及び表彰に関すること。 

(7) 教育行政に関する相談に関すること。 

(8) 文書事務の総括に関すること。 

(9) 公印の管理に関すること。 

(10) 事務局等の予算執行の調整に関すること。 

(11) 予算経理手続きに関すること。 

(12) 学校事務用品及び教材教具の調達等に関するこ

と。 

(13) 学校備品の整備に関すること。 

(14) 他の執行機関等との連絡に関すること。 

(15) 他部間及び部内の事務事業の調整及び連絡に関

すること。 

(16) 他部及び部内の他課の主管に属しない事務に関

すること。 

教育政策課 

(1) 教育政策の方針に関すること。 

(教育総務部) 

第7条 教育総務部における各課の事務分掌は、次のと

おりとする。 

総務課 

(1) 教育委員会の秘書及び会議に関すること。 

(2) 教育委員会の規則及び訓令等の審査並びに公布

令達に関すること。 

(3) 事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)

の組織に関すること。 

(4) 学校職員以外の職員の任免、給与その他人事に関

すること。 

(5) 特別職員(学校関係職員を除く。)に関すること。 

(6) 儀式及び表彰に関すること。 

(7) 教育行政に関する相談に関すること。 

(8) 文書事務の総括に関すること。 

(9) 公印の管理に関すること。 

(10) 事務局等の予算執行の調整に関すること。 

(11) 予算経理手続きに関すること。 

(12) 学校事務用品及び教材教具の調達等に関するこ

と。 

(13) 学校備品の整備に関すること。 

(14) 他の執行機関等との連絡に関すること。 

(15) 他部間及び部内の事務事業の調整及び連絡に関

すること。 

(16) 他部及び部内の他課の主管に属しない事務に関

すること。 

教育政策課 

(1) 教育政策の方針に関すること。 
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旧 新 

(2) 教育施策の調整に関すること。 

(3) 学校建設の長期計画の策定に関すること。 

(4) 学校の設置及び廃止に関すること。 

(5) 教育統計及び調査に関すること。 

(6) 通学区域に関すること。 

(7) 広報に関すること。 

（新規） 

 

 

 

 

生涯学習課 

(1) 生涯学習の調査及び計画に関すること。 

(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関するこ

と。 

(3) 生涯学習の啓発及び普及に関すること。 

(4) 文化財の保護と活用に関すること。 

(5) 成人教育に関すること。 

(6) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。 

(7) 学校施設(体育施設を除く。)の開放に関するこ

と。 

(8) 社会教育関係団体及び文化財関係団体の指導育

成に関すること。 

(9) 生涯学習財団に関すること。 

(10) 図書館、博物館及び美術館との連絡に関するこ

と。 

(11) 万代会館の管理に関すること。 

(12) 生涯学習センターに関すること。 

(13) 万代基金の管理に関すること。 

教職員課 

(1) 学級編制並びに学校職員の定数及び配置に関す

ること。 

(2) 学校職員の人事に関すること。 

(3) 学校職員の免許状に関すること。 

(4) 学校職員の研修に関すること。 

(2) 教育施策の調整に関すること。 

(3) 学校の設置及び廃止（教育環境整備計画に関する

ことを除く。）に関すること。 

(4) 教育統計及び調査に関すること。 

(5) 広報に関すること。 

 

教育環境整備課 

(1) 学校建設の長期計画の策定に関すること。 

(2) 学校の設置及び廃止（教育環境整備計画に関する

ことに限る。）に関すること。 

(3) 通学区域に関すること。 

生涯学習課 

(1) 生涯学習の調査及び計画に関すること。 

(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関するこ

と。 

(3) 生涯学習の啓発及び普及に関すること。 

(4) 文化財の保護と活用に関すること。 

(5) 成人教育に関すること。 

(6) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。 

(7) 学校施設(体育施設を除く。)の開放に関するこ

と。 

(8) 社会教育関係団体及び文化財関係団体の指導育

成に関すること。 

(9) 生涯学習財団に関すること。 

(10) 図書館、博物館及び美術館との連絡に関するこ

と。 

(11) 万代会館の管理に関すること。 

(12) 生涯学習センターに関すること。 

(13) 万代基金の管理に関すること。 

教職員課 

(1) 学級編制並びに学校職員の定数及び配置に関す

ること。 

(2) 学校職員の人事に関すること。 

(3) 学校職員の免許状に関すること。 

(4) 学校職員の研修に関すること。 
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旧 新 

(5) 学校職員の健康管理に関すること。 

(6) 学校職員の福利厚生に関すること。 

(7) 学校医等の公務災害補償に関すること。 

(8) 学校職員団体との交渉に関すること。 

(9) 学校職員安全衛生委員会に関すること。 

(10) 共同学校事務室に関すること。 

学校管理課 

(1) 学校施設の建設計画に関すること。 

(2) 学校用地の確保に関すること。 

(3) 学校施設の整備計画に関すること。 

(4) 学校財産の管理に関すること。 

(5) 学校施設の維持管理に関すること。 

(6) 学校施設の営繕工事に関すること。 

(5) 学校職員の健康管理に関すること。 

(6) 学校職員の福利厚生に関すること。 

(7) 学校医等の公務災害補償に関すること。 

(8) 学校職員団体との交渉に関すること。 

(9) 学校職員安全衛生委員会に関すること。 

(10) 共同学校事務室に関すること。 

学校管理課 

(1) 学校施設の建設計画に関すること。 

(2) 学校用地の確保に関すること。 

(3) 学校施設の整備計画に関すること。 

(4) 学校財産の管理に関すること。 

(5) 学校施設の維持管理に関すること。 

(6) 学校施設の営繕工事に関すること。 

(附属機関) 

第21条 法令又は条例により設けられた附属機関の名

称、所掌事務及び庶務担当課は、次のとおりとする。 

(1) 法令によるもの 

(附属機関) 

第21条 法令又は条例により設けられた附属機関の名

称、所掌事務及び庶務担当課は、次のとおりとする。 

(1) 法令によるもの 

名称 所掌事務 庶務担当課 

社 会 教 育

委員 

教育委員会の諮問に応じて社

会教育に関する事項について

調査審議すること。 

生涯学習課 

 

名称 所掌事務 庶務担当課 

社 会 教 育

委員 

教育委員会の諮問に応じて社会

教育に関する事項について調査

審議すること。 

生涯学習課 

 

(2) 条例によるもの (2) 条例によるもの 

名称 所掌事務 庶務担当課 

横 須 賀 市

立 小 中 学

校 適 正 配

置審議会 

横須賀市立の小学校及び中学

校の配置に関する事項につい

て審議すること。 

教育政策課 

文 化 財 専

門審議会 

教育委員会の諮問に応じて文

化財の保存及び活用に関する

事項について審議すること。 

生涯学習課 

国 指 定 史

跡 東 京 湾

要 塞 跡 整

備委員会 

国指定史跡東京湾要塞跡の保

存及び活用のための整備に関

する事項について審議するこ

と。 

生 涯 学 習

セ ン タ ー

指 定 管 理

教育委員会の諮問に応じて生

涯学習センターの指定管理者

の選考を行うこと。 

名称 所掌事務 庶務担当課 

横 須 賀 市

立 小 中 学

校 適 正 配

置審議会 

横須賀市立の小学校及び中学校

の配置に関する事項について審

議すること。 

教育環境整

備課 

文 化 財 専

門審議会 

教育委員会の諮問に応じて文化

財の保存及び活用に関する事項

について審議すること。 

生涯学習課 

国 指 定 史

跡 東 京 湾

要 塞 跡 整

備委員会 

国指定史跡東京湾要塞跡の保存

及び活用のための整備に関する

事項について審議すること。 

生 涯 学 習

セ ン タ ー

指 定 管 理

教育委員会の諮問に応じて生涯

学習センターの指定管理者の選

考を行うこと。 
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旧 新 

者 選 考 委

員会 

横 須 賀 市

学 力 向 上

推 進 委 員

会 

市内における子どもの学力向

上のための取組み等に関する

事項について審議すること。 

教育指導課 

横 須 賀 市

教 科 用 図

書 採 択 検

討委員会 

市立学校において使用する教

科用図書の採択に関する事項

について審議すること。 

横 須 賀 市

支 援 教 育

推 進 委 員

会 

教育委員会の諮問に応じて支

援教育の推進及び充実に関す

る事項について調査審議する

こと及び教育委員会に意見を

具申すること。 

支援教育課 

横 須 賀 市

い じ め 等

課 題 解 決

専 門 委 員

会 

教育委員会の諮問に応じてい

じめ、体罰及び学校問題につい

て調査審議すること。 

横 須 賀 市

学 校 給 食

運 営 審 議

会 

教育委員会の諮問に応じて学

校給食の運営に関する事項に

ついて審議すること。 

学校食育課 

 

者 選 考 委

員会 

横 須 賀 市

学 力 向 上

推 進 委 員

会 

市内における子どもの学力向上

のための取組み等に関する事項

について審議すること。 

教育指導課 

横 須 賀 市

教 科 用 図

書 採 択 検

討委員会 

市立学校において使用する教科

用図書の採択に関する事項につ

いて審議すること。 

横 須 賀 市

支 援 教 育

推 進 委 員

会 

教育委員会の諮問に応じて支援

教育の推進及び充実に関する事

項について調査審議すること及

び教育委員会に意見を具申する

こと。 

支援教育課 

横 須 賀 市

い じ め 等

課 題 解 決

専 門 委 員

会 

教育委員会の諮問に応じていじ

め、体罰及び学校問題について

調査審議すること。 

横 須 賀 市

学 校 給 食

運 営 審 議

会 

教育委員会の諮問に応じて学校

給食の運営に関する事項につい

て審議すること。 

学校食育課 

博 物 館 リ

ニ ュ ー ア

ル 事 業 者

選 考 委 員

会 

教育委員会の諮問に応じて博物

館リニューアルに係る事業者の

選考等に関する事項について審

議すること及び教育委員会に意

見を具申すること。 

博物館運営

課 
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